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葛飾区地域防災計画（令和6年修正）
改定の視点について

１ 住宅の耐震化促進による減災目標の更新
２ 災害対策本部の態勢及び組織見直し
３ 避難所における感染症対策・防疫活動
４ 避難所運営体制
５ 妊産婦・乳幼児向け福祉避難所の設置
６ 要配慮者支援体制の推進
７ 備蓄倉庫及び輸送体制の整備
８ 児童相談所の役割と子どものケア
９ 南海トラフ地震に関する情報
10 高潮浸水想定区域図の更新
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１ 住宅の耐震化促進による減災目標の更新

第１編総則 第１部

第５章減災目標 第１節 死者の半減 １ 建物被害による死者の半減

（改定の視点）
令和４年度の区内住宅の耐震化率は94.8％となり、旧耐震基準の住宅の耐震化は着

実に進んでいる。令和６年３月に葛飾区耐震改修促進計画を改定し、今後はグレー
ゾーン住宅※のうち、耐震性が不十分な住宅も含めた耐震化の促進を目指していく。

※グレーゾーン住宅とは、耐震基準が強化される前の昭和56年（1981年）６月１日
から平成12年（2000年）５月31日までに工事に着手した、２階建以下の在来軸組工
法の木造住宅のこと
（修正）
１−１ 住宅・建物の耐震化
（１）葛飾区耐震改修促進計画の策定：令和６年３月一部改定（都市整備部）
●旧耐震基準の住宅については、令和７年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむ
ね解消することを目標とする。
●グレーゾーン住宅については、耐震性が不十分な住宅を令和17年度末までにおおむ
ね解消することを目指す。なお、耐震性が不十分なグレーゾーン住宅を令和12年度末
までに半減することを中間の目標とする。 3



２ 災害対策本部の態勢及び組織見直し

第２編震災編 第１部
第４章広域的な視点からの応急対応力の強化 第３節応急対策 １区の活動態勢
（修正）

（修正）
１−２ 統括班
班⻑：危機管理課⻑
副班⻑：運⽤訓練担当課⻑、地域防災担当課⻑、⽣活安全担当課⻑
（１）計画担当
リーダー 管理係⻑、計画係⻑
班員：危機管理課 4

 

態勢区分 震度 長周期地

震動階級 

態勢の内容 勤務時間外 

各部での

対応 
震度４ 

 ○ 各部で職員を参集し、所管の対応措置をとる。 勤務場所に参集 

情報連絡

態勢 
震度５弱 階級３ 

○ 防災担当に情報連絡室を設置、問い合わせ対

応、情報収集・伝達を実施する。 

○ 各部の所管施設で安全確保、施設点検等を実施

する。 

勤務場所に参集 

第１非常

配備態勢 
震度５強 

階級４ 

○ 災害対策本部を設置する。 

○ 職員の 40％で対応する。 

○ 学校避難所を開設する。 

指定場所に参集 

第２非常

配備態勢 

震度６弱

以上 

○ 災害対策本部を設置する。 

○ 職員の 100％で対応する。 

○ 学校避難所を開設する。 

指定場所に参集 



２ 災害対策本部の態勢及び組織見直し

第２編震災編 第１部
第４章広域的な視点からの応急対応力の強化 第３節応急対策 １区の活動態勢
（修正）
１−１ 初動態勢
発災直後は、通信、ライフライン機能の低下や社会の混乱により、災対部の立ち上

げ及び機能が十分でないことが想定されるため、初動態勢を立ち上げ、統括班及び初
動活動を行う班を設置し、本部⻑の命により迅速な対応を図るものとする。
① 危機管理・防災担当部⻑は、災対本部運営マニュアルに基づき、本部⻑室に統括
班及び初動活動を行う班を設置し、初動活動の指揮をとる。

（修正）
２−７ 勤務時間外の職員の配備
（１） 参集の基準
① 勤務時間外に震度５弱又は５強の地震が発⽣した場合は、各課で定められた職員
は勤務場所もしくは指定場所に参集し、所管施設の安全確保や点検、情報収集を行う。
② 勤務時間外に震度６弱以上の地震が発⽣した場合は、参集が困難な職員を除く職
員は参集指示がなくとも、あらかじめ定められた施設に自主参集するものとする。
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２ 災害対策本部の態勢及び組織見直し

第２編震災編 第１部
第４章広域的な視点からの応急対応力の強化 第３節応急対策 １区の活動態勢
（修正）
（７） 参集時の行動基準
① 自身の安全を最優先に確保し、移動ルート上に陥没や液状化、火災や倒壊等の危
険性があることを十分に認識して行動を行う。
② ルート上の安全性が確認できない場合は、迂回ルートや安全性が高い別ルートの
確保に努めるとともに、交通手段の途絶等により参集・移動に支障が⽣じている場合
は、無理な参集はせずに引き返し、その旨を所属⻑に直ちに報告して指示を仰ぐ。
③ 発災直後に周囲が著しく被災して自身が安全な場合、初期消火活動や救助活動に
従事し、可能であれば救助機関（警察・消防等）や所属、災害対策本部に連絡を行う。
④ 職員自身の健康や家庭状況に配慮し、以下のような場合には、参集について所属
⻑と相談を行うこと。
ア 妊娠中の職員、イ 育児休業中の職員、ウ 病気休職中の職員、エ 療養休暇中
の職員、オ 家族の中に要介護者や障害者がおり、当該職員以外に介護等するものが
存在しない場合、カ 家族の中に小学⽣以下の子どもがおり、当該職員以外に監護す
るものが存在しない場合、又はほかの監護者が来るまでの間、キ 当該災害に起因す
る本人または家族が負傷した場合等
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２ 災害対策本部の態勢及び組織見直し

第２編震災編 第１部

第４章広域的な視点からの応急対応力の強化
（修正）
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３ 避難所における感染症対策・防疫活動

第２編震災編 第１部

第６章医療救護等対策 第４節復旧対策 １防疫 １−２防疫活動
（改定の視点）
新型インフルエンザ等の新たな感染症の発⽣や拡大を踏まえ、区の計画上での表記

方法を新型コロナウイルスを含む感染症に修正した。
また、区の防疫体制のうち、食品衛⽣指導に関する記述内容等を修正した。

（修正）

8

食品
衛⽣
指導班

○ 炊飯所、弁当・給食調理場等における衛⽣確保のための助言・指導
○ 食品保管場所の衛⽣状態の確認
○ 避難所における食品の取扱方法・保管方法についての助言・指導
○ 調理器具の洗浄殺菌と使い分けについての助言・指導
○ 残飯、廃棄物等の適正な処理方法についての助言・指導
○ 食品や飲料水の安全を確保するための情報提供
○ 避難所への手洗いリーフレットの配付
○ 食品に関わる危害発⽣防止のための助言・指導
○ 食中毒発⽣時の対応



４ 避難所運営体制

第２編震災編 第１部

第８章避難者対策 第３節応急対策 ４避難所の開設
（改定の視点）
区の避難所運営体制について、自主運営組織である自治町会、施設管理者である学

校、区の役割と組織体系について整理を行う。
（修正）
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５ 妊産婦・乳幼児向け福祉避難所の設置

第２編震災編 第１部

第８章避難者対策 第３節応急対策 ４−１避難所の開設
（改定の視点）
子育て支援部において、妊産婦・乳幼児向け福祉避難所の設置に関する方針を定め、

施設を指定したため、その内容を反映するもの
（修正）
（３） 福祉避難所の開設
高齢者や障害者及び妊婦、産婦、乳児等、避難所（第一順位・第二順位）で⽣活が

困難な場合は、福祉避難所として避難所（第二順位の福祉施設、第三順位の施設）を
開設する。

第８章避難者対策 第３節応急対策 ５−６妊産婦・乳児のいる家庭への配慮

（修正）
区は、妊婦、産婦、乳児を要配慮者として捉えて、その心身や⽣活上の特性を踏ま

え、適切な支援を行うことで、避難⽣活上での健康の維持など、災害時の対象者の安
全安心を確保するため、助産師会等と連携した妊産婦・乳児向けの福祉避難所である
妊産婦・乳児避難所を設置する。
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５ 妊産婦・乳幼児向け福祉避難所の設置

資料編（震災編）

２５避難所一覧
（追加）

（今後の取組）
令和６年８月に子ども未来プラザ鎌倉で東京都助産師会と協力して妊産婦・乳児避

難所開設訓練を実施した。引き続き、訓練で顕在化した開設や運営での課題の解決や
整備を進めていく。 11

施設 住所
1 子ども未来プラザ鎌倉 鎌倉一丁目7-3

2 子ども未来プラザ⻄新小岩 ⻄新小岩四丁目33-2

3 子ども未来プラザ東四つ木 東四つ木一丁目20-4

4 新水元児童館 東水元三丁目5-7

5 南新宿児童館 新宿一丁目23-4

6 白鳥児童館 ⻄⻲有一丁目18-6(仮施設)

7 小菅児童館 小菅二丁目19-1(仮施設)



６ 要配慮者支援体制の推進

第２編震災編 第１部

第８章避難者対策 第３節応急対策 ５要配慮者対策
（改定の視点）
現在、区で取組んでいる避難行動要支援者支援の取組みなどを踏まえ、福祉避難所

設置の考え方や役割、取組について記載した。
（修正）
５−４ 避難・救護体制
（１） 災対福祉部の設置
区は、災対福祉部を設置し、警察署、消防署等の関係機関や関係団体等と連携、協

力し、要配慮者の相談窓口の開設、安否・避難先、社会福祉施設の被害状況を把握す
るとともに、福祉ニーズ等の情報の一元化を図り、円滑な救護活動を実施する。
また、災対福祉部においては、外部機関への支援要請や、避難行動要支援者名簿の

活⽤等を通じて、災害対策本部とも連携しながら、避難行動要支援者の安否確認や避
難支援を行うとともに、避難者の受け入れの事前調整並びに要配慮者のスクリーニン
グを行う。
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６ 要配慮者支援体制の推進

第２編震災編 第１部
第８章避難者対策 第３節応急対策 ５要配慮者対策
（修正）
（２） 福祉避難所の設置
区は、避難所での⽣活が困難な要配慮者を収容するため、避難所（第二順位）又はそ
の他の協定施設等の状況確認を行い、福祉避難所を開設する。福祉避難所で受け入れ
る要配慮者の基準として、概ね要介護３以上の方、身体障害者手帳１・２級を所持し
ている方、愛の手帳１・２度を所持し、行動障害のある方などとする。災対福祉部は、
区立施設又は協定施設に福祉避難所を開設することを決定した際は、福祉避難所従事
班を編成し、施設管理者と調整した上で開設準備を進めるとともに、開設・運営に必
要な人員、物資並びに要配慮者を輸送する。
福祉避難所では、区は、葛飾区社会福祉協議会、福祉関係事業者等と連携して避難

⽣活に必要な支援対策を実施する。

（今後の取組）
令和７年度は、福祉避難所に指定されている都立学校を対象に実態調査を行うとと

もに、令和６年度に調査を行った⺠間福祉施設を含めた分析を行い、その結果を基に
医療機関や⺠間福祉施設等とも意⾒を交えながら、避難行動要支援者の避難先につい
て、検討を進める予定である。
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６ 要配慮者支援体制の推進

第３編風水害編 第２部
第６章避難者対策 第１節避難体制の整備 ２−２要配慮者支援体制の整備
（改定の視点）
風水害編においては、地震時（発災後）と風水害時（発災前）では、避難者受入れ

段階での施設の状況が異なることから、当面は風水害において直接避難できる仕組み
を検討する旨を記載した。
（修正）
区は、障害者、一人暮らしの高齢者等の避難行動を支援するために、避難行動要支

援者名簿や個別避難計画等を作成し、自治町会、⺠⽣委員児童委員協議会、福祉団体
等の連携による支援体制を構築する。なお、「福祉避難所の確保・運営ガイドライ
ン」の令和３年の改定において、要配慮者の意向や地域の実情を踏まえつつ、事前に
日ごろから利⽤している施設への直接避難を調整することが促進されていることから、
福祉避難所となる施設の設備や運営体制等の実態調査を行うとともに、風水害時にお
ける安否確認や移動支援等の直接避難の実現に必要な仕組みの検討を進める。
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６ 要配慮者支援体制の推進

第３編風水害編 第２部
第６章避難者対策 第１節避難体制の整備 ２−２要配慮者支援体制の整備
（参考図）

15

地震

モデル地区での
検討6・７年度

検討会による
アセスメント
基準の検討安否確認の仕

組みの普及 検討会による検討

災対福祉部
輸送班要配
慮者担当に
よる支援

水害



７ 備蓄倉庫及び輸送体制の整備

第２編震災編 第１部

第９章物流・備蓄・輸送対策の推進 第１節対策の基本方針 ３対策の課題
（改定の視点）
令和６年１月１日の能登半島地震で再認識した課題や国の防災基本計画の修正を踏

まえ、トイレ衛⽣・処理やプライバシー確保などの避難所⽣活の向上に関する課題を
記載した。

（修正）

⑧ 備蓄倉庫について、備蓄品の整理や管理の適正化を進め、災害時に備蓄物資を必
要とする区⺠に迅速に提供できる仕組みを構築していく必要がある。
⑨ 能登半島地震におけるトイレ衛⽣・処理や寒冷期における避難所⽣活環境の課題
等を踏まえ、技術の進展や災害時のニーズに合わせた災害対策⽤備蓄方針の⾒直しを
進めていく必要がある。
⑩ 令和６年の国の防災基本計画修正により、避難所運営における環境の改善や福祉
的な支援の充実を進めていく必要がある。
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７ 備蓄倉庫及び輸送体制の整備

第２編震災編 第１部
第９章物流・備蓄・輸送対策の推進 第１節対策の基本方針 ４対策の方向性
（改定の視点）
トイレ衛⽣・処理やプライバシー確保などの避難所⽣活の向上に関する課題を受け、

対策の方向性と備蓄品管理や輸送体制整備の取組の方向性を記載した。
（修正）
③ 備蓄倉庫及び輸送体制の整備
学校避難所の備蓄倉庫について、備蓄可能容積や利便性を踏まえた移転やデジタル

化による管理を前提とした立体的な配置などのため、学校備蓄倉庫の整理を行い、円
滑かつ迅速な備蓄品管理に向けた取組みを進める。
令和６年度に運⽤開始した新たな清掃事務所内に備蓄倉庫を設置し、区における拠

点倉庫のあり方を⾒直した。
能登半島地震の課題を受け、凝固剤付きの便袋やコンパクト毛布の拡充を図る。
国の防災基本計画修正に伴い、避難所等における早期のプライバシー配慮に向け、

要支援者⽤のテントの配備を行った。
（今後の取組）
令和６年度に、区内の物流事業者とともに応急対策連絡会（支援物資輸送部会）を

立ち上げた。今後は、災害時のラストワンマイル問題を解決するため、協議を進める。
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８ 児童相談所の役割と子どものケア

第２編震災編 第２部

第６章教育・地域・文化の復興 第１節教育の復興と子どものケア

（改定の視点）
令和５年10月に区内に児童相談所が設置されたことから、災害時における子どもの

ケアについて具体化した。
（修正）
区は、発災直後には、児童・⽣徒の安否確認とともに施設の被害状況を確認する。

応急危険度判定によって速やかに施設の使⽤継続の可否を判定し、軽微な被害には応
急復旧の対策をとる。甚大な被害が⽣じた場合は、建替えの必要性の有無、工期及び
費⽤、学校周辺の被害状況や復旧状況等の把握を速やかに行い、復興・再建計画を策
定する。
また、児童相談所や子ども総合センターの職員が避難所等の巡回訪問を行い、両

親を亡くした子どもやその他支援が必要な子どもの調査や相談・援助（一時保護を含
む）を実施するとともに、子ども達が受けた精神的ダメージを回復させるため、子育
て関連所管課に子どもに関する相談窓口を設置する。

18



９ 南海トラフ地震に関する情報
第２編震災編 第３部
第１章対策の考え方 第１節南海トラフ地震防災対策
（改定の視点）
令和６年８月８日に発⽣した日向灘沖地震や南海トラフ地震が今後30年以内の発⽣

確率が80％程度に引き上げられたことから、区の役割や対応を整理した。
（修正）
東京都が算出した被害想定によると、区内の震度分布・液状化危険度分布については、
第１編総則第２章に示す首都直下地震等の被害想定より低く、建物被害・人的被害、
ライフラインの被害は限定的とされており、区の想定震度は最大で震度５強であり、
南海トラフ地震に係る地震防災対策の特別措置法での推進地域※には指定されていな
い。そのため、区の南海トラフ地震等防災対策については、第２編第１部各章を準⽤
するものとする。なお、東京都は南海トラフ地震によって被害を受ける可能性がある
ため、被害確認後に応援を行う地域（被害確認後応援都府県）に区分されている。

第３節 南海トラフ地震に関連する情報が発せられてからの広報
（修正）
南海トラフ地震に関連する情報が発せられた場合、区及び各防災機関は情報収集並び
に必要な対応を行い、その結果を踏まえて区⺠に必要な情報等を広報するものとする。

19



９ 南海トラフ地震に関する情報
第２編震災編 第３部
第１章対策の考え方 第１節南海トラフ地震防災対策
（参考）
島しょ部を除く
東京都内は、
南海トラフ地震
防災対策推進地
域に指定されて
いない。
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10 高潮の浸水想定の更新

第３編風水害編 第１部

第１章風水害に強い防災都市づくり 第２節洪水予防対策 ２高潮対策

（改定の視点）
令和６年１２月に修正された東京都の高潮浸水想定区域図の改定を反映。

（修正）
都は、水防法等の一部を改正する法律（平成27年５月31日成立、７月19日施行）を
受け、想定し得る最大規模の高潮による浸水の危険性について住⺠に周知するため、
平成30年３月に東京都高潮浸水想定区域図を公表し、令和６年12月に修正図を公表
した。

（今後の取組）
令和７年４月に葛飾区水害ハザードマップの修正版を公表予定である。河川の洪水

浸水想定区域図等は修正ないが、高潮浸水想定区域図の更新、中川・綾瀬川圏域浸水
想定区域図の追加、情報面の修正などを行っている。
広報紙での周知や水害ハザードマップ説明会などで解説していく。
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10 高潮の浸水想定の更新
第３編風水害編 第１部
第１章風水害に強い防災都市づくり 第２節洪水予防対策 ２高潮対策
（参考）
高潮浸水
想定区域図
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10 高潮の浸水想定の更新
第３編風水害編 第１部
第１章風水害に強い防災都市づくり 第２節洪水予防対策 ２高潮対策
（参考）
・綾瀬川浸水
想定区域図

（計画規模）
左上

・中川・綾瀬川
圏域浸水想定
区域図

左下

・利根川広域
浸水想定区域図

右下
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10 高潮の浸水想定の更新
第３編風水害編 第１部
第１章風水害に強い防災都市づくり 第２節洪水予防対策 ２高潮対策
（参考）
・情報面の更新
治水事業や
防災⽤語の紹介
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10 高潮の浸水想定の更新
第３編風水害編 第１部
第１章風水害に強い防災都市づくり 第２節洪水予防対策 ２高潮対策
（参考）
・情報面の更新
避難所ルールや
河川水位の
確認方法

25



その他：令和６年度の災害対応について

震災関連
災 害：日向灘沖地震（南海トラフ地震臨時情報）
・令和６年８月８日 午後４時43分 日向灘（宮崎県の東南東30km付近）の深さ
約30kmを震源とするマグニチュード7.1、最大震度６弱の地震が発⽣。

・本地震を受け、気象庁の南海トラフ地震検討会により南海トラフ巨大地震の想定
震源域でマグニチュード８クラス以上の新たな巨大地震が起きる可能性が平常時
より高まっていると評価されたとして、「南海トラフ地震臨時情報」（巨大地震
注意）が発表。

・区は、本発表を受け、気象庁の記者会⾒や東京都災害対策本部会議（第１回）など
から情報収集を実施。

・平常時よりも巨大地震が起きる可能性が高まっていることから、区⺠向けに区SNS
や安全・安心メールにて情報発信を行い、区HPにも情報を掲載。

災 害：日向灘沖地震
・令和７年１月13日 午後９時19分 日向灘（宮崎県の東南東20km付近）の深さ
約30kmを震源とするマグニチュード6.7、最大震度５弱の地震が発⽣。

・本地震を受け、気象庁は21時55分に南海トラフ地震臨時情報の調査中を発表した
が、同23時45分に南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された。
・区は情報収集を行ったが、気象庁の南海トラフ地震臨時情報の発表基準を下回って
いたことから、区から情報発信や区HPへの情報掲載は実施せず。 26



その他：令和６年度の災害対応について

風水害関連

災 害：台風第１号の接近
・令和６年５月29日〜５月31日にかけて、台風第１号が関東に接近。
・気象庁や荒川河川事務所などから情報の収集を実施。
・台風の進路や勢力などから、区への被害の可能性は低いことを確認し、対応終了。

災 害：台風第７号の接近
・令和６年８月14日〜８月17日にかけて、台風第７号が関東に接近。
・８月15日午後４時に第１回災害対策準備本部会議を実施し、情報連絡態勢に移行。
・同日午後５時 東京地方に線状降水帯の可能性がある情報発表、同日午後10時22
分葛飾区に大雨注意報発令
・８月16日午前８時３０分に第２回災害対策準備本部会議を実施し、今後の気象⾒込
みや区の被害情報、今後の態勢を確認。被害報告なし。区有施設に対し、避難者が来
た場合には、受入れすることを通知。
・８月16日午後４時に第３回災害対策準備本部会議を実施し、雨のピークが過ぎたこ
とや河川の水位が上昇していないことを確認。住⺠向けの注意喚起は継続。
・同日18時６分に大雨注意報が解除され、区の情報連絡態勢を19時に解除。
・区⺠向け注意喚起の情報発信は、14日から16日にかけて４回実施。
・避難者・被害なし。
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その他：令和６年度の災害対応について

風水害関連

災 害：台風第10号の接近
・令和６年８月22日〜９月２日にかけて、台風第10号が日本に接近。
・台風発⽣当初は関東地方に向かう予測であったが、進行速度が遅く、途中で進路が
九州方面への変更となった。
・区では、22日から情報を収集し、台風進路や降雨予測を注視。
・８月29日午前８時ころに鹿児島県薩摩川内市に台風が上陸。
・８月30日午前８時40分に第１回災害対策準備本部会議を実施し、区⺠向けの情報
提供と今後の降雨や河川水位を注視することを確認。情報連絡態勢。
・同日午前11時過ぎに中川の吉川において、氾濫注意水位を超過。
・同日午後４時30分に第２回災害対策準備本部会議を実施し、雨が小康状態であるこ
とや中川上流部の水位も下がってきていることから、引き続き情報連絡態勢を維持。
・８月31日午前10時に洪水注意報解除、午後３時に台風は熱帯低気圧に変化。
・同日午後４時27分に大雨と雷および突風に関する東京都気象情報により、線状降水
帯発⽣の可能性が高まった情報が発表されたため、職員が参集し、情報収集及び区⺠
向け広報を実施
・９月２日午前８時にすべての態勢を解除。
・区⺠向けの情報発信は8月30日から31日にかけて４回実施。
・区内避難者なし、被害なし。
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その他：令和６年度の災害対応について

風水害関連
災 害：南岸低気圧による降雪
・令和７年３月３日及び４日に区内で降雪。
・夜間から朝方にかけて気温が低下することなどから、路面凍結の可能性があり、区
⺠向けに注意喚起を２回実施。
・３月４日は除雪のため、早朝に職員が参集したが、積雪がなかったため対応なし
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ぃ

災害時の対策を強化します
（災害対策全般に関すること）

危機管理課
（トイレの導入に関すること）

公園課

総合防災情報システムの導入（1億836万円）
昨年１⽉１⽇に発⽣した能登半島地震や、毎年各地で台⾵等による⾵⽔害の際、被災⾃治体

では被害情報の錯綜や備蓄品管理の混乱が⽣じ、災害対応に係る判断や業務の遅延のほか、被
災住⺠への⽀援の遅れなどが発⽣しました。
一方で、これらの災害対応においては様々な先進技術が急速に進んでおり、⾃治体の災害対

応において災害情報管理等のデジタル化が⼤きな役割を果たしています。
区では一連の災害対応をこれまで以上に迅速かつ円滑に⾏うことを⽬的に、総合防災情報シ

ステムの導入を進めていきます。

30

クラウドを活用し、物資の在
庫・入替・受入れの正確な管
理を可能にします。

備蓄管理

AI分析によるSNS等からの被害
情報の収集や気象・河川情報等
の⾃動収集を可能にします。

迅速な情報収集

Webサイトで区の避難情報や
避難所開設状況等を⾃動連携
し、地図上で閲覧可能にしま
す。

住⺠向けポータルサイト

避難所環境の整備（7,048万円）
葛飾区では、避難所環境を整備するためダンボールベッドやテ

ント等の設置を⾏ってきました。
令和7年度は、災害時に断水が発生した場合でも限られた水資源を循

環して使用できる⽔循環型シャワー2台を導入します。また、災害時
に避難所へ移動できる⾃己循環型⽔洗トイレ1基（洋式２室）を堀
切⽔辺公園に導入します。

予算額 179百万円

⽔循環型シャワー

⾃己循環型⽔洗トイレ ダンボールベッド

23区初
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⺠間建築物耐震診断・改修事業
①設計・改修 工事費の2/3（限度額 200万）

②建替え 工事費の2/3（限度額 200万）
③除却 工事費の4/5（限度額 70万→180万）
④耐震シェルター 工事費の2/3（限度額 27万→60万）

震災に強い家づくりを支援します
予算額 584百万円

31

震災時における建築物の倒壊から⼈命を守ることや、道路の閉塞を防ぎ、⼤地震発⽣時の被害軽減と防災上安全
な街づくりを促進しています。そのため、令和７年度から、近年特に工事費が増加傾向にある除却費について助成
限度額を拡⼤し、設計・改修においては低コスト工法も補助の対象とします。また、耐震シェルターの助成限度額
も拡⼤します。

耐震シェルターは、地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースを守って
くれる装置です。能登半島地震の際に、耐震シェルターの一定の効果が認
められました。既存の住宅内に設置することができ、住みながらの工事や、
耐震改修工事に比べて短期間での設置も可能です。

建築課

部屋型シェルター

天井、床を残したまま壁への合板取り付けにより補強ができ
る工法です。従来の工法より工事費用や工事期間を抑えられ、
解体廃棄物の削減にもつながります。
（低コスト工法については、“R6.8国⼟交通省「⽊造住宅の安全確保方策マ
ニュアル」〜耐震化のさらなる促進と減災化に向けて〜” に掲載）

低コスト工法とは？

都内初︕低コスト工法による改修も補助対象に︕︕

除却、耐震シェルターの助成限度額を増額︕

【参考】令和７年度の事業概要について



避難⾏動要支援者に対して支援体制を
強化していきます

予算額 36百万円

災害時要配慮者支援担当課

災害要配慮者のうち、特に被災リスクが⾼い、⾼齢者、障害者などの避難⾏動要⽀援者等が災害時に適切な避難⾏
動を⾏うための「個別避難計画の作成・⾒直し」を進めます。また、平時から⾃治会などの地域における安否確認・
避難⽀援の仕組みづくりや避難先となる福祉施設のBCPの策定⽀援などを進め、地域の方や⺠間事業者の協⼒体制の
もと、個別避難計画等の実効性を確保していきます。
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個別避難計画作成支援（528万円）

「どこに・だれと・どうやって」が記載された
個別避難計画を、一⼈でも多くの方が適切に作成
できるよう⽀援を強化します。また、災害⾼リス
ク者はケアマネジャー等による作成⽀援を、低リ
スク者に対しては、セルフプランによる作成を推
進します。

避難支援体制構築（3,038万円）
避難⾏動要⽀援者の調査・分析、個別避難の計

画を作成⽀援、⾃動架電サービス等情報連絡ツー
ルの活用検討など、専⾨家の知識をもとに避難⽀
援体制の強化を図ります。そして、個別避難計画
の内容の集計・分析を⾏い、避難⾏動要⽀援者対
策の方針を定めていきます。

避難先が
わからない

避難支援者が
いない

避難を手伝う
なんて難しい

どうやって
避難すれば
いいの？

地域の安否確認・避難支援の
仕組みづくり

専⾨家の知識をもとに
避難支援体制の強化

避難行動要支援者地域の方々 個別避難計画の
作成を支援します

個別避難計画

・どこに
・だれと
・どうやって

避難⾏動要支援者の現状

〜ひとりも取り残さない地域をめざして〜

調
査
分
析

【参考】令和７年度の事業概要について



予算額 2.7百万円
地震時の電気火災被害防止事業を拡充します

地域防災担当課

昨年元⽇の能登半島地震では、⽊造密集地域での⼤規模⽕災など、甚⼤な被害が発生しました。⼤規模地震時の⽕災の
６割は電気によるもので、地震の揺れを感知して通電を遮断する「感震ブレーカー」が有効と⾔われていることから、令和６年度から
⽊造密集地域を含む⽕災危険度の⾼い地域の⼾建⽊造住宅（２階以下）に対する、⼀括遮断型の「感震ブレーカー」の設置
費助成を実施しています。
令和７年度は分電盤取替⼯事に対応するように制度を拡充し、その普及を促進し、区⺠の生命、⾝体、財産を⼤規模災害か
ら守ります。

目標と効果

感震ブレーカーの設置率
9.4％（現在）➡25％ （目標値）

焼失棟数・死者数７割減
(首都直下地震等による東京の被害想定より)

感震ブレーカー設置支援
対象者 設置方法 助成上限額（１件当たり）

（１）⽕災危険度ランク3以上の地域の⼾建⽊造住宅
（2階建以下）にお住いの世帯

（２）世帯全員が下記①〜③のいずれかに当てはまる方
①満65歳以上の方
②⾝体障害者手帳１級又は２級の交付を
受けている方
③愛の手帳１度又は２度の交付を受けている方

感震ブレーカー機能を搭載した
分電盤への取替 拡充 50,000円

(1/2補助)

●既存分電盤への
感震ブレーカー部品の取付

●感震ブレーカーの取付
継続

20,000円
(10/10補助)
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